
育休任期付き職員及び臨時的任用職員の募集について 

採用職種 児童自立支援専門員 

募集人員 １～２名 

応募条件 １ 児童自立支援専門員となる資格を有すること。 

  （社会福祉士有資格者、養成機関卒業等） 

２ 地方公務員法第 16条に定める欠格条項に該当しないこと。 

３ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の受けていないこと。（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

業務内容 入所児童の生活指導及び生活支援に関すること 

勤務先 千葉県生実学校（千葉市中央区生実町） 

任期 令和４年８月 20日（予定）から６月間 

（欠員等の状況により引き続き採用となる場合があります。） 

給与 給 与 月額 203,635円～ （給料及び地域手当の額） 

賞 与 年２回（６月と 12月に支給） 

その他 県の規定により通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当を

支給します。 

勤務時間 月曜～金曜 8:15～17:00（休憩 60分） 

時間外労働を命ずる場合があります。 

※希望により遅番勤務 11:45～21:00、宿直勤務 11:45～翌日 8:15  

 をすることもできます。宿直勤務をした場合は、宿日直手当（1回 7,400円）

を支給します。 

休日 土曜日、日曜日、祝日、12月 29日～１月３日 

※希望により休日を勤務日とし、平日を週休日とすることも可能。 

休暇 年次休暇 ８月に採用された場合、翌年３月までに１３日 

特別休暇 結婚、忌引等 

保険等 地方職員共済組合、雇用保険、公務災害補償 

応募方法 問い合わせ先の担当に電話をして面接日を決めます。 

応募書類は、担当の指示に従い、事前に郵送するか、面接時に持参してくだ

さい。 

応募書類 １ 履歴書（写真貼付、これまでの卒業と職歴を記載） 

  学歴や職歴が長い場合は、別紙にして可。 

２ 資格を証明する書類 

その他 １ 面接後に採用が内定した場合、卒業証明書、住民票記載事項証明、健康

診断書等を提出していただきます。そのため、面接から採用されるまで、

早くても３週間程度の日数を要します。 

２ 自動車通勤可能です。車は、敷地内に無料で駐車できます。 

３ 当校は、千葉県の出先機関である児童自立支援施設です。 

問い合わせ先 〒２６０－０８１３ 千葉市中央区生実町１００１ 

千葉県生実学校庶務課 担当：高塩 
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